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　本市の介護相談員として、長年活躍されている罍
慶喜さんに、NPO法人地域共生政策自治体連携機
構介護サービス相談・地域づくり連絡会から表彰状
が贈られました。おめでとうございます。

0209 受彰おめでとうございます
介護サービス相談員永年活動表彰

　1月19日に市民活動の表彰が行われ、今年度
は文化・教育分野に貢献された2団体の受賞者が
決まりました。市民活動表彰制度は、長年、公
益的な市民活動を自主的に行っている団体・個
人を表彰するものです。

■紅（べに）の会
　平成24年から毎年初め、松井田庁舎で書道団体とそ
の年の干支をちり綿で作って展示し、来庁者を楽しませ
ているほか、これまで18年間各種展覧会への参加な
ど、積極的に会員と作品づくりに携わっています。

■安中市スポーツダンス協会
　会員が長年続けるダンスをボランティアで指導した
り、介護施設での慰問を行ったりしています。また、市
内公民館など各種施設で行われるイベントで舞台発表も
行っています。

市民活動表彰受賞者の皆さん　おめでとうございます

市民活動通信 ■問 □本 地域づくり課市民交流係（☎内線1027）

詳しくはこちら

リーフレットの
内容はこちら

□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

　こんにちは！地域おこし協力隊の高杉です。
　これまで、市内の魅力的な飲食店などのお店や企業を巡り、その熱量や
素晴らしさをInstagramで日々発信してきました。おかげさまで、市民の
皆さんから「高杉のインスタを見て、気になっていたお店に行ってみた

よ！」「地元にこんなすてきな場所があるなんて知らなかった！」といったうれしい声をい
ただく機会が増えました。私の発信が、皆さんと市内のお店の魅力発信の役に立てているこ
とを実感し、活動の大きな励みになっています。
　私のInstagramでは、市内の皆さんへの情報発信だけでなく、市外の人にとっても「安中
市に足を運んでみたい」と思ってもらえるきっかけづくりを目指しています。ぜひ、ランチ
のお店選びや週末のお出かけの情報源として活用してください。これからも安中市の魅力を
もっともっと発信していきます！

Vol.78地域おこし協力隊活動報告
「インスタ見たよ！」の声、大きな励みに

▲公式SNS

　男女共同参画への理解を深めることを目的と
して、令和2年度から小学生を対象にリーフ
レットを毎年作成しています。社会では、いま
だに「女だから」「男だから」など、性別を理由
に「こうあるべき」という考えが残っているの
が現状です。
　リーフレットでは、男女関係なくさまざまな
分野で活躍する人にインタビューし「なぜこの
仕事を選んだのか」、「小学生に向けたメッセー
ジ」などの内容を紹介しています。また、家事
分担シートも掲載しています。ぜひご利用くだ
さい。
　本リーフレットは、市役所本庁と松井田庁舎
のほか安中市文化センター、松井田文化会館、
あんなかスマイルパーク、光陽館、ゆうあい館
にあります。ご覧ください。

男女共同参画　小学生向けリーフレット
　　　　　　　「うん、あなたらしくてとてもいいね」を作成しました

■問 □本 地域づくり課市民交流係（☎内線1027）
男女共同参画推進委員会　第 181 回

　機種変更のために携帯電話
ショップに出かけ、同系列の
キャリアが提供する端末を熱
心に勧められ契約した。
　その後、契約書を確認した
ところ、断ったはずのオプ
ションなどが付けられている
うえ、セキュリティソフトも
契約させられていた。納得で
きない。（60歳代）

☆携帯電話の買い替えなどの際、不要なオプショ
ンを付けられていたといった相談が寄せられて
います。
☆契約の際には、契約内容をよく確認し、よく分
からない場合は契約しないようにしましょう。
オプションなどを勧められた際も、必要ない場
合はきっぱり断りましょう。
☆契約書もその場でよく確認し、不要な契約がな
いか、月々の支払額はいくらになるかなどを確
認しましょう。
☆不要なオプションを契約させられている場合
は、すぐにショップに解約を申し出ましょう。

■問 市消費生活センター（☎382－2228）わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、
早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時▶月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時30分

消費生活センター
からのお知らせ

- 事例 - - ひとこと助言 -

本文イラスト：黒崎　玄

不要なオプションが付けられていた!?
携帯電話の契約は慎重に

こどもたちが自分らしく輝ける未来のため
家族で考えるきっかけになることを願っています
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